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正社員登用制度の整備とキャリアア

ップ助成金  

◆４月１日から中小企業でも「同一労働

同一賃金」が義務化  

正社員と非正規社員の不合理な労働条

件の相違を禁止する「同一労働同一賃金」

が、令和３年４月１日から、中小企業に

対しても義務化されます。  

具体的には、諸手当、賞与、退職金等

の待遇について不合理な相違があっては

ならないというものですが、昨年 10 月

に出された最高裁判決では、賞与や退職

金について、不支給は不合理とはいえな

いとの判断が示されたものもあります

（大阪医科薬科大学事件、メトロコマー

ス事件）。  

◆注目される「正社員登用制度」  

上記メトロコマース事件では、原則勤

続１年以上の希望者全員が受験できる正

社員登用制度があり、原告である契約社

員が、試験に２回失敗し断念したことが、

企業側は正社員登用の機会を与えていた

と判断され、結論に大きく影響したとい

われています。  

一連の判決を受け、企業の一部には、

賞与や退職金について、正社員人材の確

保・定着を目的として設けているとして、

非正規社員に対して異なる扱いとする代

わりに、正社員登用制度を整備する動き

も見られます。  

◆非正規社員の正社員化を進める際に活

用できるキャリアアップ助成金  

キャリアアップ助成金は、雇用期間の

定めがある非正規社員の企業内でのキャ

リアアップを促進するため、正社員化等

を実施した事業主に対して助成金を支給

する制度です。  

本助成金の正社員化コースでは、有期

雇用の非正規社員を正社員等に転換、ま

たは直接雇用した場合に助成金が支給さ

れますが、限定正社員制度を新設した場

合の加算措置があります。具体的には、

勤務地限定正社員制度、職務限定正社員

制度、短時間正社員制度（令和３年度予

算により４月１日から追加予定）が加算

対象とされます。  

 

「男性育休」を促進する育児・介護

休業法等の改正案

が上程されました  

◆進まぬ男性育休の

取得  

 令和元年度の男性

の 育 休 取 得 率 は

7.48％でした。過去最高ではあるものの、

平成 30 年度  の 7.16％から小幅の上昇

にとどまっており、依然低水準です。政

府は令和７年までに、これを 30％まで

引き上げる目標を掲げています。しかし、

多忙化や収入減少への対応、また「育児

は女性がやるのが当たり前」という意識

からくるパタハラ（パタニティ・ハラス

メント）等を背景に、実際には取得は難

しいと感じている男性が多いようです。  

◆育児・介護休業法の改正案  

 この状況を改善するため、男性の育児

休業取得促進策を盛り込んだ育児・介護

休業法と雇用保険法の改正案（育児休業、
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あい社会保険労務士法人 
  〒706-0024 

  岡山県玉野市御崎２丁目３番１３号 

  ＴＥＬ：0863-81-5634 

  ＦＡＸ：0863-33-3896 

  ｅ－ｍａｉｌ：ksato@aisr.or.jp 

   ホームページ：http://aisr.or.jp 

mailto:ksato@aisr.or.jp


介護休業等育児又は家族介護を行う労働

者の福祉に関する法律及び雇用保険法の

一部を改正する法律案）が閣議決定され、

今国会に提出されました。  

(1) 男性の育児休業取得促進のため、子

の出生後８週間以内に４週間まで取得す

ることができる柔軟な育児休業の枠組み

（男性育休）の創設  

①  休業の申出期限は、原則休業の２

週間前まで  

 ②  分割して取得できる回数は２回  

 ③  労使協定を締結している場合は、

労働者と事業主の個別合意により、

事前に調整した上で休業中に就業す

ることが可能  

(2) 育児休業を取得しやすい雇用環境整

備および妊娠・出産の申出をした労働

者に対する個別の周知・意向確認の措

置の事業主への義務付け  

(3) 育児休業（男性育休を除く）を分割

して２回まで取得することを可能とす

る  

(4) 常時雇用する労働者数が 1,000 人

超の事業主に対し、育児休業の取得状

況の公表を義務付け  

(5) 有期雇用労働者の育児休業及び介護

休業の取得要件のうち「事業主に引き

続き雇用された期間が１年以上である

者」であることという要件を廃止  

(6) 育児休業給付に関する所要の規定の

整備  

 

 成立すれば、上記２および５は令和４

年４月１日から対応が求められます。  

【厚生労働省「育児休業、介護休業等育

児又は家族介護を行う労働者の福祉に関

する法律及び雇用保険法の一部を改正す

る法律案」（概要）】  

https://www.mhlw.go.jp/content/0

00743975.pdf 

 

パート・有期社員待遇改善、どのく

らい進んでる？  

◆パートタイム・有期雇用労働法の施行  

同一企業内における正社員（無期雇用

フルタイム労働者）とパートタイム労働

者・有期雇用労働者との間の不合理な待

遇の差をなくすため、2020 年４月にパ

ートタイム・有期雇用労働法（以下、パ

ート・有期雇用労

働法という）が施

行されました。中

小 企 業 へ の 適 用

は、2021 年４月

１ 日 か ら と な っ

ています。  

◆待遇差の理由等についてどの程度、説

明できるか  

パート・有期雇用労働法では、本人か

らの求めがあれば、正社員とパート・有

期との待遇差の理由等を説明しなければ

ならなりません。  

「大半の待遇差を、説明できると思う」

との回答は、パート・有期雇用労働法等

について「内容まで知っている」企業で

は 69.3％に上りましたが、内容がわか

らないなどとした企業では、45.1％にと

どまっていました。  

◆待遇差をなくすための取組み  

正社員・正職員とそれ以外の労働者と

の間の不合理な待遇差をなくすためにこ

れまでに取り組んだ内容および今後取り

組む予定の内容もまとめられています。  

その中で、今後に行う予定とした割合

のほうが多かった取組みとしては、次の

ものが挙がっています。  

・退職金の導入や、退職金の算定方法等

の見直し  

・諸手当の導入や、算定方法等の見直し  

・派遣労働者に係る制度や活用のあり方

の見直し  

基本的な賃金の算定方法や算定要素の

見直し等は当然として、上記のような点

も今後の取組みとして意識する必要があ

るでしょう。  

【労働政策研究・研修機構「『パートタイ

ム』や『有期雇用』の労働者の活用状況

等に関する調査結果  企業調査編」】  

https://www.jil.go.jp/institute/resea

rch/2021/207-1.html 
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